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宮 脇  淳 

 

 

「個々の司法修習終了者の経済的状況等を勘案した措置」のイメージ（案） 

 

江田法務大臣が第１回法曹養成フォーラムで挨拶された際に仰っていたとお

り、「法曹は決して特権的存在ではない」ことを前提に、各機関において何が

できるか考えるベき。 

 

１．政府および裁判所 

① 学生支援機構の奨学金制度を参考に、返済時期において資力に欠ける

者に対し、貸与金の返済を猶予してはどうか。 

② 一方で、債権管理と非行抑止の観点から、刑法犯や一定以上の懲戒処

分を受けた者に対しては、直ちに全額返済を求めることを可能としては

どうか。 

 

２．日本弁護士連合会 

①入会時期を問わず、資力に欠ける者に会費等を減免してはどうか。少な

くとも１①の猶予対象になった者については会費等を全額免除すべき。 

②入会時に払う各種一時金の大幅減額や入会後一定期間の負担緩和につい

て期間の長期化や負担の更なる減免を行ってはどうか。 
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